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 SafeworK 向上宣言

令和6年3月22日

�　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

無事故無災害を継続するために、
今自分が何を為すべきかを常に考えます。
をスローガンに
・労働者の行動災害の防止として指差呼称による確認、
目配り、気配りを励行します。
・高年齢労働者の災害防止として転倒等リスク評価の
チェックを行い身体機能に対する認識を深めます。
以上を全員参加で行うことで、安全作業を行う
職場環境づくりを進めます。




